
　　　　　　　主　　　文

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告は、別紙第二目録及び同第三目録記載の六角筒柱の連結によるかな文字、
絵模様、数字等の知育玩具（以下「被告製品一」及び「被告製品二」という。）を
製造販売してはならない。
２　被告は、前項記載の各物件を廃棄せよ。
３　被告は、原告ブツクローン出版株式会社（以下「原告ブツクローン出版」とい
う。）に対し、二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに
至るまで年五分の割合による金員を支払え。
４　訴訟費用は、被告の負担とする。
５　３及び４項について仮執行の宣言。
二　請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二　当事者の主張
一　請求の原因
１　原告ブツクローン出版の著作権に基づく請求
（一）　原告ブツクローン出版は、別紙第一目録記載の知育玩具（以下「ぺんたく
ん」という。）の製作を発意し、昭和五三年三月頃から同五八年五月頃にかけて、
同社の社員訴外【Ａ】（以下「【Ａ】」という。）をして、その職務上、「ぺんた
くん」を創作させ、その頃「ぺんたくん」を原告ブツクローン出版の名義で公表
し、製造している。
（二）　「ぺんたくん」は、多角筒柱のブロツクを、自由に連結したり回転したり
することによつて、かな文字による単語、文章、数字及び絵模様を作成し、子供達
が遊びながら語いを広げ、文字や数字等を学習し、使用することができる形態を有
し、かつ、次の特徴を備えた文芸、美術及び学術の範囲に属する著作物であり、か
つて存在したことのない極めて創作性の強い特異な著作物である。
（１）　多角筒柱の角筒面には、平仮名、数字及び絵模様が記載されていること。
（２）　文字の場合、一個の多角筒柱には、一つの行の平仮名文字が記載されてい
ること。
（３）　各平仮名文字は、ア段は円、イ段は八角、ウ段は六角、エ段は五角、オ段
は四角の各背景の図形の中に白抜きで記載されていること。
（４）　各背景の図形の色は、各行ごとに異なること（同一行は同一の色）。
（５）　素材自体の色は、白色系であること。
（三）　被告は、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造販売し、その後被告製品
二を製造販売しようとした。
（四）　被告製品一及び二は、「ぺんたくん」をそのまま複製したものではないと
しても、「ぺんたくん」とは形状において基本的に何ら変わりがなく、別表のとお
り「ぺんたくん」に酷似しているから、「ぺんたくん」に依拠し、その具体的表現
の一部を変えたにすぎないことが明白であり、したがつて、被告が被告製品一及び
二を製造販売することは、原告が「ぺんたくん」について有する著作権（変形権及
び翻案権）を侵害するものである。
（五）（１）　被告は、原告ブツクローン出版が有する「ぺんたくん」の著作権
（変形権及び翻案権）を侵害することを知り、又は過失によりこれを知らないで、
昭和六〇年一一月頃から同六一年一二月末までの間に、少なくとも総売上高三〇〇
〇万円相当の被告製品一を製造販売し、少なくともその三分の一に当たる一〇〇〇
万円の利益を取得した。したがつて、原告ブツクローン出版は、著作権法一一四条
一項の規定により、右と同額の損害を被つたものと推定される。
（２）　原告ブツクローン出版は、被告製品一の販売により「ぺんたくん」の販売
が減少したため、右（１）の一〇〇〇万円の損害のほかに、少なくとも「ぺんたく
ん」の販売による得べかりし利益一〇〇〇万円を取得することができず、右と同額
の損害を被つた。



（六）　よつて、原告ブツクローン出版は、被告に対し、著作権（変形権及び翻案
権）に基づき、被告製品一及び二の製造販売の差止め及びその廃棄並びに右（五）
の不法行為による損害金二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支
払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い（損害賠償請
求については、右の著作権侵害に基づく請求、後記実用新案権一及び二の侵害に基
づく請求並びに不正競争防止法に基づく請求は選択的請求）を求める。
２　原告ブツクローン出版株式会社の実用新案権に基づく請求
（一）　原告ブツクローン出版は、次の実用新案権（以下「本件実用新案権一」及
び「本件実用新案権二」といい、その考案を「本件考案一」及び「本件考案二」と
いう。）を有している。
（１）　本件実用新案権一
登録番号　第一六四〇三五三号
考案の名称　５角筒柱連結知育玩具
出願日　昭和五六年五月二〇日
公告日　同六〇年一〇月九日
登録日　同六一年六月一一日
（２）　本件実用新案権二
登録番号　第一六四〇三五四号
考案の名称　５角筒柱によるかな文字知育玩具
出願日　昭和五六年五月二〇日
公告日　同六〇年一〇月九日
登録日　同六一年六月一一日
（二）（１）　本件考案一の実用新案登録出願の願書に添付した明細書（ただし、
昭和六〇年五月二四日付手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書一」と
いう。）の実用新案登録請求の範囲（１）は、本判決添付の実用新案公報一（以下
「本件公報一」という。）の該当項記載のとおりであつて、その構成要件は、次の
とおりである。
イ　角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した五角筒柱を、
ロ　その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナツプ機
構で互いに結合するように構成した、
ハ　五角筒柱連結知育玩具。
（２）　本件考案一の作用効果は、次のとおりである。
イ　本件考案一の五角筒柱連結知育玩具は、各五角筒柱を適当に結合し、分離しあ
るいは結合状態で回転して、角筒面が互いに一致したところで確実に停止すること
ができるように構成されているものであつて、幼児が使用して遊ぶ場合、結合と回
転という別個の動作を必要とするため、ばらばらの状態にある従来の積み木の知育
玩具に比して、興味を持つて文字、数字、絵模様等を習得することができる。
ロ　本件考案一は、五角筒柱であることにより、角筒面に、例えば、五〇音の「あ
行」「か行」等の文字を表現することができ、一個で一行の五音を、一八個で濁
音、拗音等を含む七五音の平仮名すべてを表現することができるから、幼児が興味
を持つてかな文字を習得することができる。
ハ　後片付け等の場合には、結合して一本の柱とすることができるから、ばらばら
になつて紛失する等のおそれがない。
（三）（１）　本件考案二の実用新案登録出願の願書に添付した明細書（ただし、
昭和六〇年五月二四日付手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書二」と
いう。）の実用新案登録請求の範囲（１）は、本判決添付の実用新案公報二（以下
「本件公報二」という。）の該当項記載のとおりであつて、その構成要件は、次の
とおりである。
イ　かな文字五〇音の各行を各別に角筒面に表現した各五角筒柱を、
ロ　その端面に設けた、可回転にして互いの角筒面が一致したところで停止するス
ナツプ機構で着脱自在に連結できるように構成した、
ハ　五角筒柱によるかな文字知育玩具。
（２）　本件考案二の作用効果は、次のとおりである。
イ　本件考案二は、五〇音のかな文字を、五角筒柱の角筒面に各行ごとに各別に表
現し、五角筒柱は、その両端面に設けたスナツプ機構によつて、着脱自在にして可
回転に、しかも、互いの角筒面が一致したところで停止するように構成したもので
あるから、平仮名すべてを表現するために七五個の積み木を必要としていた従来の
積み木に比し、一八個という少ない五角筒柱で平仮名全部を表現することができ、



幼児をして、たくさんの積み木の中から単に選び出すという煩雑さを少なくするう
え、分解し、更には結合して回転させるという別な動作をさせることにより、楽し
みながらある一定の規則のもとにかな文字あるいはその組合せを習得させることが
できる。
ロ　後片付け等の場合には、結合して長い柱状とすることができるから、ばらばら
になつて紛失するおそれがない。
ハ　各文字の背景を、各行は色別に、各段は形別にすれば、その文字の占める位置
を容易に知ることができ、その習得のうえに更に効果を上げることができるばかり
でなく、文字、色、形と広い範囲にわたつての知育にも役立つ。
（四）　被告は、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造販売し、その後被告製品
二を製造販売しようとした。
（五）（１）　被告製品一の構造は、次のとおりである（以下に記載の番号は、別
紙第二目録添付の別紙図面の番号を指す。被告製品一につき以下同じ。）。
イ　角筒面に、
別紙第二目録添付の展開図面の平仮名文字、算用数字、絵模様あるいは記号を転写
印刷した同目録添付の別紙図面の形状をした六角筒柱を、
ロ　その凸側端面１５に設けた円盤状凸状部１６と、１６に設けた係合辺縁部１
７、凹溝１８、突起１２、１３、凹側端面７に設けた円形状凹陥部８、Ｕ字形弾性
片１１、突起１２、１３、凹部１４で構成された、可回転にして角筒面が一致した
ところで停止するスナツプ機構で互いに結合するように構成した、
ハ　六角筒柱連結知育玩具。
（２）　被告製品一の構造は、本件考案一及び二の構成要件をすべて充足し、その
作用効果も、本件考案一及び二の作用効果と同一である。
（六）（１）　被告製品二の構造は、次のとおりである（以下に記載の番号は、別
紙第三目録添付の別紙図面の番号を指す。被告製品二につき以下同じ。）。
イ　角筒面に、別紙第三目録添付の展開図面の平仮名文字、算用数字、絵模様ある
いは記号を転写印刷した同目録添付の別紙図面の形状をした六角筒柱を、
ロ　その底面８に設けた半円球状突起２５と凸状部９と、９に設けた結合周縁部１
１、凹溝１０、板体１４に設けた半円球状凹溝２４、円形状の凹陥部１５’、Ｕ字
形の弾性片１９’、突起２０’で構成された、可回転にして角筒面が一致したとこ
ろで停止するスナツプ機構で互いに結合するように構成した、
ハ　六角筒柱連結知育玩具。
（２）　被告製品二の構造は、本件考案一及び二の構成要件をすべて充足し、その
作用効果も、本件考案一及び二の作用効果と同一である。
（七）（１）　被告は、本件実用新案権一及び二を侵害することを知り、又は過失
によりこれを知らないで、昭和六〇年一一月頃から同六一年一二月末までの間に、
少なくとも総売上高三〇〇〇万円相当の被告製品一を製造販売し、少なくともその
三分の一に当たる一〇〇〇万円の利益を取得した。したがつて、原告ブツクローン
出版は、実用新案法二九条一項の規定により、右と同額の損害を被つたものと推定
される。
（２）　原告ブツクローン出版は、被告製品一の販売により本件実用新案権一及び
二の実施品たる「ぺんたくん」の販売が減少したため、右（１）の一〇〇〇万円の
損害のほかに、少なくとも「ぺんたくん」の販売による得べかりし利益一〇〇〇万
円を取得することができず、右と同額の損害を被つた。
（八）　よつて、原告ブツクローン出版は、被告に対し、本件実用新案権一及び二
に基づき、被告製品一及び二の製造販売の差止め及びその廃棄並びに右（七）の不
法行為による損害金二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済
みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
３　原告らの不正競争防止法一条一項一号に基づく請求
（一）　原告ブツクローン出版は、「ぺんたくん」を製造して原告ブツクローンに
販売し、原告ブツクローンは、これを全国の消費者に訪問販売しているものであ
る。
（二）（１）　「ぺんたくん」は、請求の原因１（二）記載のとおり、形態上の特
異性を有する商品である。
（２）　原告ブツクローン出版が製造し、原告ブツクローンが販売した「ぺんたく
ん」は、昭和五八年五月一日から同五九年一二月末日までに約八万七〇〇〇セツト
（一セツト三万四〇〇〇円）にのぼる。
（３）　原告ブツクローンは、昭和五八年五月頃から、三億一五一〇万円の費用を



かけて、スポツトコマーシヤル、番組提供によるコマーシヤル及びワイドシヨーの
中での生コマーシヤル等のテレビコマーシヤルにより「ぺんたくん」を宣伝し、ま
た、「ぺんたくん」は、同年四月二九日頃、新聞記事に、原告ブツクローン出版が
製造し、原告ブツクローンが販売するものとして写真入りで取り上げられ、それ以
降も、新聞記事や新聞公告によつて何度も、その形態及び原告ブツクローンの商品
であることが紹介、宣伝された。
（４）　原告ブツクローンは、全国で約一五〇〇名の訪問販売員を使用して販売活
動をしているが、販売員は、各家庭を訪問するに際し、「ぺんたくんのブツクロー
ンです」と述べ、「ぺんたくん」の商品カタログを配布し、「ぺんたくん」の商品
説明をしている。
（５）　このような「ぺんたくん」の形態上の特異性及び宣伝広告により、「ぺん
たくん」は、遅くとも昭和五九年一一月頃には、その形態自体が原告らの商品であ
ることを示す表示として周知のものとなつた。
（三）　被告は、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造し、これを玩具問屋、玩
具小売商人及び一般消費者に販売しており、更に、その後被告製品二を製造販売し
ようとした。
（四）　被告製品一及び二の形態は、前記１（四）のとおり、「ぺんたくん」とほ
ぼ同一である。このため、被告製品一及び二は、「ぺんたくん」と誤認混同され、
又は誤認混同されるおそれがあり、そして、その材料が粗悪であり、加工方法も粗
雑であるばかりか、「ぺんたくん」よりも廉価に販売され、又は廉価に販売される
おそれがあるため、原告らは、営業上の利益を害されている。
（五）（１）　被告は、不正競争防止法一条一項一号所定の行為に該当することを
知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和六〇年一一月頃から同六一年一二月
末までの間に、少なくとも総売上高三〇〇〇万円相当の被告製品一を製造販売し、
少なくともその三分の一に当たる一〇〇〇万円の利益を取得した。したがつて、原
告ブツクローン出版は、右と同額の損害を被つたものと推定される。
（２）　原告ブツクローン出版は、被告製品一の販売により「ぺんたくん」の販売
が減少したため、右（１）の一〇〇〇万円の損害のほかに、少なくとも「ぺんたく
ん」の販売による得べかりし利益一〇〇〇万円を取得することができず、右と同額
の損害を被つた。
（六）　よつて、原告らは、被告に対し、不正競争防止法一条一項一号の規定に基
づき、被告製品一及び二の製造販売の差止め及びその廃棄を、原告ブツクローン出
版は、被告に対し、同法一条の二第一項の規定に基づき、右損害金二〇〇〇万円及
びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割
合による遅延損害金の支払いを求める。
二　請求の原因に対する認否
１（一）　請求の原因１（一）の事実のうち、原告ブツクローン出版が「ぺんたく
ん」を製造していることは認め、その余の事実は否認する。
（二）　同１（二）の事実のうち、「ぺんたくん」が、（１）ないし（５）記載の
平仮名、
図形及び色彩から成り立つていることは認め、その余の事実は否認する。
（三）　同１（三）の事実は、認める。
（四）　同１（四）及び（五）の事実は、否認する。
２（一）　請求の原因２（一）の事実は、認める。
（二）　同２（二）の事実のうち、本件明細書一の実用新案登録請求の範囲（１）
の記載が、本件公報一の該当項記載のとおりであることは認め、その余の事実は否
認する。
（三）　同２（三）の事実のうち、本件明細書二の実用新案登録請求の範囲（１）
の記載が、本件公報二の該当項記載のとおりであることは認め、その余の事実は否
認する。
（四）　同２（四）の事実は、認める。
（五）　同２（五）ないし（七）の事実は、否認する。
３（一）　請求の原因３（一）の事実のうち、原告ブツクローン出版が、「ぺんた
くん」を製造していることは認め、その余の事実は否認する。
（二）　同３（二）の事実のうち、（１）及び（５）の事実は否認し、その余の事
実は知らない。
（三）　同３（三）の事実のうち、被告が、昭和六〇年一一月から被告製品一を製
造し、これを玩具問屋及び玩具小売商人に販売しており、更に、その後被告製品二



を製造販売しようとしたことは認め、その余の事実は否認する。
（四）同３（四）及び（五）の事実は、否認する。
三　被告の主張
１　原告ブツクローン出版の著作権に基づく請求は、以下のとおり理由がない。
（一）　請求の原因１（二）（１）ないし（５）に記載された「ぺんたくん」の特
徴は、次に述べるとおり、ごくありふれたものにすぎず、思想又は感情を表現した
ものということができないから、「ぺんたくん」は、著作権の対象にならない。
（１）　「ぺんたくん」の五角筒柱面には、平仮名文字が記載されているが、文字
として普通に用いられる形式において記載されているにすぎない。
（２）　「ぺんたくん」は、一個の五角筒柱に一つの行の平仮名文字が記載されて
いるが、これも普通に用いられる配列方法に従つて記載されているにすぎない。
（３）　「ぺんたくん」は、各文字が四角等の背景に白抜きで記載されているが、
右背景に用いられた図形も、
文字を白抜きで記載することも共にありふれている。
（４）　「ぺんたくん」は、各背景の図形の色を各行ごとに違えているが、これも
ありふれている。
（５）　「ぺんたくん」は、素材の色が白色であるが、素材の色を白色にすること
もありふれた方法である。
（二）　多角筒柱の面に文字を書き、文字の背景に特定の図形を用いたり、特定の
色彩によつて色分けする教育用玩具は、原告ブツクローン出版が「ぺんたくん」の
創作を完了したと主張する昭和五八年五月一日以前から存在した（乙第九号証及び
第一八号証）。「ぺんたくん」は、右公知の教育用玩具に類似するものであつて、
創作性を有しない。
（三）　被告製品一及び二を製造販売する行為は、次に述べるとおり、原告ブツク
ローン出版が「ぺんたくん」について有する変形権及び翻案権を侵害しない。
（１）　「ぺんたくん」は、本件実用新案権一の実施品であるところ、原告ブツク
ローン出版は、実用新案登録出願手続の過程で、拒絶理由通知を受け、実用新案登
録請求の範囲を五角筒柱に限定したものであり、更に、六角筒柱の角筒面に、文
字、数字、絵模様等を表示する知育玩具が「ぺんたくん」の創作開始以前から公知
であつた（乙第一八号証）ことに照らせば、仮に「ぺんたくん」が創作性を有する
としても、その創作性は、「ぺんたくん」の構成を五角筒柱にしたところにあると
いうべきである。これに対して、被告製品一及び二は、いずれも六角筒柱の構成で
あつて、「ぺんたくん」の有する創作性の範囲外のものであるから、被告製品一及
び二を製造販売する行為について変形権及び翻案権侵害が問題になる余地はない。
（２）　「ぺんたくん」と被告製品一及び二とは、次に述べるとおり、類似してい
ないから、被告製品一及び二を製造販売する行為は、原告ブツクローン出版が「ぺ
んたくん」について有する変形権及び翻案権を侵害するものではない。
イ　「ぺんたくん」は、五角筒柱から構成されており、一つの五角筒面に「あいう
えお」等平仮名の一行が配列されている点に特徴が存するのに対し、被告製品一及
び二は、六角筒柱から構成されており、一つの六角筒面に「あいうえお」等の平仮
名及びこれに対応した「あ行」等の各行を表わす文字が記載されているところに特
徴があり、幼児が各行の名前を覚えることができるという「ぺんたくん」にない作
用を有するものであつて、両者は、類似しない。
ロ　「ぺんたくん」の文字の背景に配された図形は、図形としてもその配列方法と
してもありふれたものであるから、何ら創作性のないものであり、また、仮に右の
点に創作性があるものとしても、被告製品一及び二とは図形の配列方法を異にする
ものであるから、この点を根拠として両者が類似しているとすることはできない。
ハ　「ぺんたくん」は、文字の背景の図形の色を各行ごとに異なるように配列して
いるが、これも、ありふれた方法であつて、何らの創作性もなく、しかも、被告製
品一及び二は、「ぺんたくん」とはその色の配列方法を異にしているから、この点
を根拠として両者が類似しているとすることもできない。
二　　その他、原告が、別表４ないし７において「ぺんたくん」と被告製品一及び
二とが類似するとしてあげる点は、いずれも何らの創作性を有しない部分について
のものであつて、両者が類似するとの根拠とはなりえないものである。
２　原告ブツクローン出版の実用新案権一及び二に基づく請求は、以下のとおり理
由がない。
（一）（１）　本件明細書一の実用新案登録請求の範囲（１）の記載のうち、スナ
ツプ機構については、機能的、抽象的に記載されているのみで特定されておらず、



確定することができないから、右スナツプ機構は、本件明細書一の実施例記載のも
のに限定されるべきである。そうすると、本件考案一の構成要件は、次のとおりと
なる（以下に記載の番号は、本件公報一の番号を指す。本件考案一につき以下同
じ。）。
イ　角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した五角筒面と、
ロ　各五角筒に左の構成からなる底面８を設置する。
Ａ　外方に凸状部９を設置し、その根元は凹溝１０となつていて、係合周縁部１１
を形成する。
Ｂ　凹溝１０には、角筒面に対応した位置に突起１２を形成する。
ハ　次のＣないしＦ又はＣ’ないしＦ’のいずれかの構成から成立している板体１
４（蓋２）を段部１３に嵌合固着するよう設置する。
すなわち、
Ｃ　中央部に底面８の凸状部９が嵌合する大きさの円形状の凹陥部１５を形成す
る。
Ｄ　凹陥部１５の周壁１６には、五角形の各辺に対応する位置に、更に辺縁方向に
湾入部１７を形成する。
Ｅ　湾入部１７には、湾入壁１８から内方に向かうＵ字形の弾性片１９が角筒面ご
とに突設されていて、この弾性片１９の前面は、周壁１６の面と一致するよう形成
する。
Ｆ　弾性片１９の各々の前面に、その間に凹部２１を形成する突起２０、２０を設
置する。
又は、
Ｃ’　中央部に底面８の凸状部９が嵌合する大きさの円形状の凹陥部１５’を形成
する。
Ｄ’　凹陥部１５’の外周壁２２から、独立した突出壁１６’を設ける。
Ｅ’　外周壁２２から内方に向かうＵ字形の弾性片１９’が角筒面ごとに突設され
ていて、この弾性片１９’の前面は、突出壁１６’の面と一致するよう形成する。
Ｆ’　弾性片１９’の各々の前面に、その間に凹部２１’を形成する二つの突起２
０’、２０’を設置する。
（２）　被告製品一は、仮にその構造が請求の原因２（五）（１）のとおりである
としても、次のとおり、本件考案一の技術的範囲に属しない。
　本件考案一の構成要件イは、右（１）記載のとおりであるところ、実用新案登録
出願手続の経過及び出願当時の公知技術に照らすと、本件考案一は、五角筒柱に限
定されるものというべきである。すなわち、本件明細書一の出願当初の実用新案登
録請求の範囲は、五角筒柱に限定していなかつたが（乙第一号証）、出願人である
原告ブツクローン出版は、出願について昭和六〇年三月一日付で拒絶理由通知を受
け、同年五月二四日付で意見書（乙第三号証）を提出し、拒絶理由通知に引用され
た「考案は、いずれも立方体であるから、結合する面の軸に対する周面は４面であ
つて、この４面には例えばひら仮名の各行の文字を表わすことはできないものであ
る。これに対し、本考案は５角筒柱であるから、この周面には、例えばひら仮名の
角筒柱行（「各行」の誤記と認められる。）の文字を表すことができる。この本考
案における角筒面が５であることが、イ考案、ロ考案（注・引用された考案）と異
なり、重要な意味を有することは、作用効果からみて明らかなところであり、本考
案の５角筒柱であるということは、考案構成の必須の条件であり」と主張した。右
事実に加えて、六角筒柱の角筒面に、文字、数字、絵模様等を表示することが、出
願当時公知であつたことを考慮すると、本件考案一は、五角筒柱以外の多角筒柱を
除外し、五角筒柱に限定して登録されたものというべきである。
　これに対して、被告製品一は、原告ブツクローン出版の主張によつても六角筒柱
であることが明らかであるから、本件考案一の構成要件イを充足しない。
（３）　被告製品二は、仮にその構造が請求の原因２（六）（１）のとおりである
としても、次のとおり、本件考案一の技術的範囲に属しない。
イ　本件考案一が五角筒柱の構成に限定されるものであることは、右（２）に述べ
るとおりであるところ、被告製品二は、原告ブツクローン出版の主張によつても六
角筒柱であることが明らかであるから、本件考案一の構成要件イを充足しない。
ロ　被告製品二は、本件考案一の構成要件ハも充足しない。本件考案の構成要件ハ
のＣないしＦは、被告製品二の構造と掛け離れているので、同Ｃ’ないしＦ’とを
比較するに、本件考案一では、凹溝１０には角筒面に対応した位置に突起１２を形
成し、弾性片１９’の前面にその間に凹部２１’を形成する突起２０’、２０’を



設置することにより、嵌合状態の底面８と板体１４（蓋２）に対し、回転力を与え
ると、突起１２が、弾性片１９’の前面に設置された突起２０’、２０’に設けら
れた凹部２１’にはまり込んで、角筒面が一致したところで停止するのに対し、被
告製品二では、底面８に一個の半円球状突起２５を設けること、板体１４（蓋２）
の端部に各辺に対応する六個の半円球状凹溝２４を形成することにより嵌合状態の
底面８と板体１４（蓋２）に対し回転力を与えると、半円球状突起２５が半円球状
凹溝２４にはまり込むことにより、角筒面が一致したところで停止するものであつ
て、角筒面が一致したところで停止させる技術手段を異にするから、本件考案一の
構成要件ハを充足しない。
（二）（１）　本件明細書二の実用新案登録請求の範囲（１）の記載は、本件考案
一では、「角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した５角筒面」とする点が、「か
な文字５０音の各行を各別に角筒面に表現した各５角筒柱」となつているほかは、
本件考案一の実用新案登録請求の範囲（１）の記載と同一である。そうすると、本
件考案二の構成要件は、次のとおりとなる。
ニ　かな文字五〇音の各行を各別に各筒面に表現した各五角筒柱と、
ホ　各五角筒に左の構成からなる底面８を設置する。
Ａ　外方に凸状部９を設置し、その根元は凹溝１０となつていて、係合周縁部１１
を形成する。
Ｂ　凹溝１０には、角筒面に対応した位置に突起１２を形成する。
ヘ　次のＣないしＦの構成から成立している板体１４（蓋２）を段部１３に嵌合固
着するよう設置する。
Ｃ　中央部に底面８の凸状部９が嵌合する大きさの円形状の凹陥部１５を形成す
る。
Ｄ　凹陥部１５の周壁１６には、五角形の各辺に対応する位置に、更に辺縁方向に
湾入部１７を形成する。
Ｅ　湾入部１７には、湾入壁１８から内方に向かうＵ字形の弾性片１９が角筒面ご
とに突設されていて、この弾性片１９の前面は、周壁１６の面と一致するよう形成
する。
Ｆ　弾性片１９の各々の前面に、その間に凹部２１を形成する突起２０、２０を設
置する。
（２）イ　本件考案二の構成要件ニは、前記２（一）（２）と同様に五角筒柱の構
成に限定されるところ、被告製品一及び二は、六角筒柱であるから、右構成要件ニ
を充足しないものである。
ロ　被告製品二は、前記２（一）（３）ロと同様に、本件考案二とはスナツプ機構
を異にするから、前記構成要件へを充足しない。
（３）　したがつて、被告製品一及び二は、本件考案二の技術的範囲に属しない。
３　原告らの不正競争防止法に基づく請求は、以下のとおり理由がない。
（一）　「ぺんたくん」の形態は、原告らの商品表示として周知性を有しない。す
なわち、複数個から構成される多角筒柱を着脱及び回動自在に構成し、各多角筒柱
の各面に、文字や絵を記載することによつて、熟語の構成や絵合せを可能にして、
幼児に熟語や絵を理解させるための知育玩具は、「ぺんたくん」発売以前から公知
であつたのであるから、「ぺんたくん」には、創作性、形態の特異性は存しない。
また、原告らが「ぺんたくん」をテレビ、出版物によつて宣伝したのは、短期間で
あつたし、回数も少なかつたのであるから、「ぺんたくん」の形態は、原告らの商
品表示として周知性を有するには至つていない。
（二）　原告らは、「ぺんたくん」の販売に当たり、「ぺんたくん」なる商標を用
いており、また、出版物による広告、カタログの記載、テレビによる宣伝等もすべ
て「ぺんたくん」なる商標を使用し、かつ、「ぺんたくん」が原告ブツクローン株
式会社の販売商品であることを宣伝していた。これに対して、被告は、被告製品一
及び二の商品自体並びにカタログ、セツトで販売されている教材及び包装に、「め
ばえつこ」なる商標を付して販売している。また、「ぺんたくん」は、専ら、訪問
販売方式で販売されており、小売店、百貨店等での店頭販売をしていない。これに
対して、被告製品一及び二は、小売店、百貨店等での店頭販売方式によつている。
更に、「ぺんたくん」は、高額な商品である。以上の点を考慮すると、「ぺんたく
ん」と被告製品一及び二とは、誤認混同されるおそれは存しない。
四　原告ブツクローン出版の反論
１　著作権に関する被告の主張について
（一）　著作物の成立要件として著作権法があげている「思想」又は「感情」と



は、哲学的又は心理学的概念としてのもののようにせまく解釈すべきではなく、
「考え」又は「気持ち」程度の広い意味に解すべきであるところ、「ぺんたくん」
は、平仮名文字を幼児が理解しやすい順序と方法で、秩序だてて学習させ、認識理
解させるための知育玩具を作ろうという考えのもとに創作されたものであるから、
「思想」又は「感情」を表現したものということができる。
（二）　著作物は、創作性を有することが本質的要素であるが、ここにいう創作性
とは、著作者の個性が著作物の中に現れていれば足りるところ、「ぺんたくん」
は、原告ブツクローン出版において既存の平仮名文字の立方体形式の知育玩具を土
台にして、これにブロツク回転の新知見と着脱自在のアイデアを加えて、全く新し
い作品を完成させたものであるから、十分な創作性を有する。
（三）　「ぺんたくん」は、「あいうえお」、「かきくけこ」等の一つの行の平仮
名文字を付した五角筒柱であるのに対し、被告製品一及び二は、「あいうえお」、
「かきくけこ」等を「ぺんたくん」と同様に五角筒面にそのまま付したうえ、「あ
行」、「か行」等の文字を付した一角筒面を追加したものであつて、右一角筒面が
追加されている点で異なつているが、右一角筒面は、文字の組合せによつて単語を
作る場合には何の意味も持たないものであるから、被告製品一及び二は、形状、機
能等のいずれの点からしても、「ぺんたくん」と具体的に変わりがなく、これに依
拠して作られたものであることが明らかである。五角筒柱の著作物から六角筒柱の
著作物に転換した場合にも、変形権及び翻案権の侵害となりうるところ、右のよう
に、被告は、五角筒柱の「ぺんたくん」に依拠し、これを転換変形して六角筒柱の
被告製品一及び二を作り、販売頒布しているのであるから、「ぺんたくん」につい
て原告ブツクローン出版が有する変形権及び翻案権を侵害している。
２　被告の実用新案権に関する主張について
（一）　被告製品一及び二は、いずれも六角筒柱の構成であるが、その機構、例え
ば、ブロツクに着脱、回転、ストツプ等の各機能を持たせるための機構は、詳細に
わたつて本件考案一及び二の実施態様と同一であり、また、玩具の目的、従来技術
の問題点の解決手段も同一である。したがつて、被告製品一及び二は、六角筒柱の
構成であつても、本件考案一及び二の技術的範囲に属する。
（二）　被告製品二のスナツプ機構は、底面８において半円球状突起２５を有して
いて、板体１４においては角筒面の各々に対する位置に半円球状凹溝２４が設けら
れている点で本件考案一及び二と異なつているが、これは、本件考案一及び二のス
ナツプ機構の同一端面上で突起及び凹溝の位置を移動しただけであつて、その差異
は微差であるから、両者は、スナツプ機構としては均等である。
第三　証拠関係（省略）

　　　　　　　理　　　由

第一　著作権に基づく請求について
一　成立に争いのない甲第九〇号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したことが
認められる甲第五号証によると、請求の原因１（一）の事実を認めることができる
（原告ブツクローン出版が「ぺんたくん」を製造していることは、当事者間に争い
がない。）。
二　原告ブツクローン出版は、「ぺんたくん」は、文芸、美術及び学術の範囲に属
する著作物である旨主張し、被告は、その著作物性を否定するので、まず、この点
について判断する。
１　著作権法二条一項一号は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現し
たものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義
している。したがつて、ある作品が著作物であるというためには、その作品自体に
思想又は感情が創作的に表現されていなければならない。
２　そこで、この点を「ぺんたくん」について考察するに、「ぺんたくん」が別紙
第一目録記載のとおりの構造であることは当事者間に争いがなく、右争いのない事
実及び「ぺんたくん」であることに争いのない検甲第一号証並びに前掲甲第五号証
及び第九〇号証によると、「ぺんたくん」について、次の事実が認められ、他にこ
れを覆すに足りる証拠はない。
（一）　「ぺんたくん」は、昭和五三年三月から同五八年五月までの間に、【Ａ】
により、三才から六才の幼児に言葉の獲得や平仮名文字の認識等をさせるに適当な
玩具を作るという目的で考案されたものであつて、一個のブロツクに正方形の五角
面があれば、平仮名五〇音の伝統的な配列である「あ行」、「か行」等の各行のう



ちの一行を一個のブロツクに表現することができ、結果として、一八個の五角筒柱
があれば、濁音、拗音、促音等を含めた平仮名七五文字をすべて表現することがで
きること及び五角筒柱の筒面以外の二面に着脱、回転等の構造を持たせれば、平仮
名文字を自由につないで言葉が作れること等の基本案に基づいた玩具である。
（二）　「ぺんたくん」の作製に当たつては、幼児が小学校に就学した後に混乱を
起こさないため、平仮名文字の書体を教科書体を基本にすることとし、かつ、平仮
名の各段を形により区別することができるよう、文字の背景に、あ段は円、い段は
八角というように五種類の形を用い、また、色で各行を識別することができるよう
幼稚園で日常使用されている色を用いて各行ごとに色を違えるなど、幼児が容易に
平仮名を認識できることが目標とされた。右のほか、「ぺんたくん」の作製に当た
つては、音節の理解、図形識別の体験及び数の基礎概念を認識理解させることを目
的として、絵合せ、迷路遊び及び数遊びの五角筒柱を含めることとされた。
（三）（１）　「ぺんたくん」は、右（一）及び（二）の方針に基づき作製された
幼児用の知育玩具であつて、その外形的形状は、別紙第一目録記載の展開図面１及
び２並びに同目録添付の別紙図面記載のとおりであり、教科書体に準拠した平仮名
五文字（ただし、一部の五角筒柱については一文字又は三文字のみ）が各行ごとに
記載された五角筒柱のブロツク一八個、迷路遊び用の五角筒柱のブロツク五個、絵
合せ用の五角筒柱のブロツク五個、数字遊び用の五角筒柱のブロツク二個及び絵と
数字が記載された五角筒柱のブロツク四個からなり、これらのブロツクの上端面と
下端面とをいわゆるスナツプ機構により着脱かつ回転自在に結合することができ、
適宜着脱かつ回転させることにより平仮名三字又は二字の言葉を作ることができる
ものである。
（２）　また、右の平仮名が記載されたブロツクは、文字の背景の図形が、あ段が
円、い段が八角、う段が六角、え段が五角、お段が四角になつており、その背景の
色が、あ行がピンク、か行が赤、さ行がオレンジ、た行が黄色、な行が黄土色、は
行が黄緑、ま行が緑、や行が空色、ら行が青、わ行が紫、ん行が赤紫となつてい
て、各行ごとに異なつている。更に、各ブロツク自体の地の色は、白色であり、文
字も、背景の図形の中に白抜きで表現されている。
（３）　迷路遊び用のブロツク五個は、これを全部合わせて展開図にすると、簡単
な迷路になる形式になつており、絵合せ用ブロツク五個は、五角筒柱の各面に鯨、
眼鏡などの一部分が記載されていて、これを二個ないし三個合わせると、鯨、眼鏡
などの完全な絵が完成する形式になつている。更に、数字遊び用ブロツク二個及び
絵と数字が記載されたブロツク四個は、数字又は動物の数などで〇から一〇までが
表現されているものである。
　右（三）認定の事実によれば、「ぺんたくん」は、五角筒柱の各ブロツクの上端
面と下端面とをいわゆるスナツプ機構とし、これにより、ブロツクを着脱かつ回転
自在に結合して、文字を組み合わせて言葉を作ること、絵を組み合わせて迷路を形
作ること、絵を組み合わせて完全な一つの絵にすることができるものであるとこ
ろ、それ自体は、あくまでも「ぺんたくん」の形状及び構造が奏する機能であつ
て、技術的思想の体現とみることはできても、著作権法二条一項一号にいう「表
現」ということはできない。しかしながら、右（三）認定の事実によれば、「ぺん
たくん」は、各段ごとに図形を変え、かつ、各行ごとに色を変えた簡単な図形の中
に、白抜きで、あ行、か行等の各行の五文字を一個の五角筒柱ブロツクに記載し、
また、右同様のブロツクに動物や迷路の絵の各部分を描き、更に、数字や動物の絵
などで数を表示し、更にまた、これらを一つのセツトとしたものであつて、ここに
は、右法案にいう「表現」が存するものということができる。そこで、右の表現に
ついて更に検討するに、右の表現のうち、各段ごとに図形を変え、かつ、各行ごと
に色を変えた簡単な図形の中に、白抜きで、教科書体に準拠したあ行、か行等の各
行の五文字を一個の五角筒柱ブロツクに記載している点は、いわば、「あいうえ
お」等の五〇音をそのまま順番に表現したのと同程度のものであり、また、背景の
図形及び色彩も、ありふれたものであつて、特異なものではないから、これらの表
現をもつて、右法条にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」ということは
できない。そして、前示表現のうち、五角筒柱のブロツクに動物や迷路の絵の各部
分を描き、また、数字や動物の絵などで数を表示し、更に、これらを一つのセツト
にした点は、その表現内容に照らし、
右法条にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」とみる余地が存するものと
認められる（ただし「ぺんたくん」が幼児用知育玩具として大量生産されるもので
あることは、原告ブツクローン出版の主張自体から明らかであるから、この点にお



いて「ぺんたくん」が著作権法の保護の対象になりうるか否かについて疑問がある
が、この点は暫く措く。）。
三　そこで進んで、「ぺんたくん」と被告製品一及び二とを対比してみるに、「ぺ
んたくん」と被告製品一及び二とは、後述のとおり、いわゆる外面的表現形式のみ
ならず、内面的表現形式も類似していないものと認められるから、被告製品一及び
二は、「ぺんたくん」に依拠したものとは認められない。すなわち、「ぺんたく
ん」について著作物性を認める余地のある表現は、前示表現のみであるところ、他
方、成立に争いのない乙第九号証ないし第一一号証、第一三号証及び第一八号証に
よると、「ぺんたくん」の販売前既に、円筒柱、立方体及び六角筒柱に平仮名、数
字等を記載した知育玩具が考案されていたことが認められ、右認定の事実による
と、結局、「ぺんたくん」の表現において著作物性が認められるのは、五角筒柱に
平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセツトにした点にあるといわざるをえな
い。これに対して、被告製品一及び二は、六角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載
し、これをセツトにしたものであつて、「ぺんたくん」とはその表現形式を異にす
るものと認められる。また、「ぺんたくん」が別紙第一目録記載のとおりの構造を
有し、被告製品一及び二が同第二目録及び第三目録記載のとおりの構造を有するこ
とは当事者間に争いがないところ、右争いのない各目録の記載によると、「ぺんた
くん」の五角筒柱ブロツクに描かれた絵と被告製品一及び二の六角筒柱ブロツクに
描かれた絵とは、二、三の例外を除き、数字を表す絵を含めて描かれている対象が
異なつていること、同一の対象物を描いたものも、その表現は全く異なつているこ
と及び「ぺんたくん」に存する迷路のブロツクに相当するものは、被告製品一及び
二には存しないことが認められる。以上の事実を総合すると、「ぺんたくん」と被
告製品一及び二とは、いわゆる外面的表現形式のみならず、内面的表現形式におい
ても類似していないものというべきである。したがつて、被告製品一及び二は、
「ぺんたくん」に依拠したものということはできない。
四　以上によれば、被告の被告製品一及び二の製造販売行為は、原告ブツクローン
出版の有する「ぺんたくん」の変形権及び翻案権を侵害するものであるとは認めら
れないから、原告ブツクローン出版の著作権に基づく請求は、理由がない。
第二　実用新案権に基づく請求について
一　原告ブツクローン出版が本件実用新案権一及び二を有していること並びに本件
明細書一及び二の実用新案登録請求の範囲（１）の記載がそれぞれ本件公報一及び
二の該当項記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。
二　成立に争いのない甲第三号証（本件公報一）及び第四号証（本件公報二）によ
ると、本件考案一及び二の構成要件は、次のとおりであると認められる。
１　本件考案一
（一）　角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した五角筒柱を、
（二）　その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナツ
プ機構で互いに結合するように構成した、
（三）　五角筒柱連結知育玩具。
２　本件考案二
（一）　かな文字五〇音の各行を各別に角筒面に表現した各五角筒柱を、
（二）　その端面に設けた、可回転にして互いの角筒面が一致したところで停止す
るスナツプ機構で着脱自在に連結できるように構成した、
（三）　五角筒柱によるかな文字知育玩具。
三　被告製品一及び二の構造が別紙第二目録及び第三目録記載のとおりであること
は、当事者間に争いがない。
四　本件考案一と被告製品一及び二とを対比する。
１　本件考案一の構成要件（一）にいう「五角筒柱」は、以下のとおり、文字どお
りの五角筒柱を意味するものというべきである。すなわち、前掲甲第三号証（本件
公報一）によると、本件明細書一の実用新案登録請求の範囲（１）の項には、「角
筒面に文字、数字、絵模様等を表示した５角筒柱」（本件公報一の一頁一欄二行か
ら三行まで）及び「５角筒柱連結知育玩具」（同一頁一欄五行から六行まで）と、
本件考案一の多角筒柱の構造が五角筒柱であることを明記しており、また、考案の
詳細な説明の項及び願書添付の図面には、本件考案一が五角筒柱以外の多角筒柱を
含むものであることをうかがわせる記載が全く存在せず、専ら、五角筒柱の構成の
みが記載されていることが認められるばかりか、成立に争いのない乙第一号証ない
し第四号証によると、原告ブツクローン出版は、本件考案一について、当初、実用
新案登録請求の範囲の記載を「角筒面に絵模様、数字、文字等を表示した角筒柱



を、その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナツプ機
構で互いに結合するように構成した角筒柱連結知育玩具。」として出願したとこ
ろ、右出願について昭和六〇年三月一日付で拒絶理由通知を受け、同年五月二四日
付意見書を提出して、拒絶理由通知に引用された「考案は、いずれも立方体である
から、結合する面の軸に対する周面は４面であつて、この４面には例えばひら仮名
の各行の文字を表わすことはできないものである。これに対し、本考案は５角筒柱
であるから、この周面には、例えばひら仮名の角筒柱行（「各行」の誤認と認めら
れる。）の文字を表すことができる。この本考案における角筒面が５であること
が、イ考案、ロ考案、（注・引用された考案）と異なり、重要な意味を有すること
は、作用効果からみて明らかなところであり、本考案の５角筒柱であるということ
は、考案構成の必須の条件であり」と主張するとともに、同日付手続補正書をもつ
て実用新案登録請求の範囲を前一の争いのない実用新案登録請求の範囲に補正した
ものであることが認められる。以上認定の事実によれば、本件考案の構成要件
（一）にいう「五角筒柱」は、文字どおりの五角筒柱を意味するものであることが
明らかである。
２　これに対して、被告製品一及び二の構造を表示するものであることに争いのな
い別紙第二目録及び第三目録の記載によると、被告製品一及び二は、六角筒柱の構
造であることが明らかである。
したがつて、被告製品一及び二は、本件考案一の構成要件（一）を充足しないもの
というほかはない。
五　本件考案二と被告製品一及び二とを対比する。
　本件考案二の構成要件（一）にいう「五角筒柱」は、以下のとおり、文字どおり
の五角筒柱を意味するものというべきである。すなわち、前掲甲第四号証（本件公
報二）によると、本件明細書二の実用新案登録請求の範囲（１）の項には、「かな
文字５０音の各行を格別に角筒面に表現した各５角筒柱」（本件公報二の一頁一欄
二行から三行まで）及び「５角筒柱によるかな文字知育玩具（同１頁一欄六行）
と、本件考案二の多角筒柱の構造が五角筒柱であることを明記しており、また、考
案の詳細な説明の項及び願書添付の図面には、本件考案二が五角筒柱以外の多角筒
柱を含むものであることをうかがわせる記載は全く存在せず、専ら、五角筒柱の構
成のみが記載されていることが認められ、右認定の事実によると、本件考案二の構
成要件（一）にいう「五角筒柱」は、文字どおりの五角筒柱を意味するものという
べきである。
　これに対して、被告製品一及び二は、前示のとおり六角筒柱の構造であるから、
本件考案二の構成要件（一）を充足しないものといわざるをえない。
六　以上によれば、被告製品一及び二は、本件考案一及び二の技術的範囲に属しな
いから、原告ブツクローン出版の本件実用新案権一及び二に基づく請求は、理由が
ない。
第三　不正競争防止法に基づく請求
　前認定の事実によれば、「ぺんたくん」の形態の特徴的な部分は、五角筒柱に平
仮名、数字及び絵等を記載し、これをセツトにした点にあるのに対し、被告製品一
及び二は、六角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセツトにしたもので
あるから、両者は、その形態を異にするものである。また、「ぺんたくん」の五角
筒柱ブロツクに描かれた絵と被告製品一及び二の六角筒柱ブロツクに描かれた絵が
数字を表す絵を含めて全く異なつていること、「ぺんたくん」に存する迷路のブロ
ツクに相当するものが被告製品一及び二に存在しないことも、前認定のとおりであ
る。そうすると、被告製品一及び二の形態は、「ぺんたくん」の形態に類似すると
は認められない。のみならず、前掲甲第五号証、第九〇号証及び検甲第一号証、成
立に争いのない乙第一四号証ないし第一七号証、弁論の全趣旨により真正に成立し
たことが認められる甲第一四号証ないし第一八号証、被告製品一であることに争い
のない検甲第二号証並びに「ぺんたくん」、被告製品一及び二に関する前示事実関
係を総合すると、「ぺんたくん」は、小学校入学前の幼児を対象とする五角筒柱の
ブロツクからなる知育玩具であつて、絵本八冊等とセツトにして、昭和五八年五月
から同六一年七月まで一セツト三万四〇〇〇円で、それ以降は一セツト二万八〇〇
〇円でそれぞれ訪問販売されていること、「ぺんたくん」のセツト全体の容器、ブ
ロツク及び絵本の容器等には、「ぺんたくん」なる商品名が大きく記載されてお
り、また、雑誌や新聞の広告においても、ほとんどの場合、ブロツク自体の写真な
どとともに、「ぺんたくん」なる商品名が大きく記載されていること、これに対し
て、被告製品一は、六角筒柱のブロツクからなる知育玩具であつて、ガイドブツク



三冊等とセツトにして、昭和六〇年一月から玩具問屋及び玩具小売商人に販売され
（この点は、当事者間に争いがない。）、右小売商人等を通して、一セツト一万二
八〇〇円で一般消費者に販売されていること、被告製品二は、現在まで実際に販売
されたことはないこと（この点は、原告らの主張自体から明らかである。）、被告
製品一は、その容器がガイドブツクに「めばえつこ」なる商品名が大きく記載され
ていることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。右認定の事実によ
ると、「ぺんたくん」も被告製品一及び二も、幼児の保護者が慎重に考慮、選択し
て購入するであろうこと、その購入に当たつて両者を識別することが容易であるこ
とが推認されるところ、右事実に前示両者の形態が類似しないことを併せ考える
と、取引の実情のもとにおいて、両者が誤認混同されるおそれがあるとすることも
困難である。したがつて、原告らの不正競争防止法に基づく請求は、その余の点に
ついて検討するまでもなく、理由がないものといわなければならない。
第四　結論
　よつて、原告らの請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、
訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条及び九三条一項本文の規定を適用して、
主文のとおり判決する。
（裁判官　清永利亮　房村精一　小林正）
　　　第一目録
「もじかずはかせ　ぺんたくん」
　角筒面に、本目録添付の展開図面一、二のひらがな文字、数字、絵等を転写印刷
した、別紙図面の形状をした五角筒柱を、その凸側端面１４に設けた円盤状凸状部
１５と、１５に設けた係合辺縁部１６、凹溝１７、突起１８、凹側端面６に設けた
円形状凹陥部７、Ｕ字形弾性片１０、突起１１、１２、凹部１３で構成された、可
回転にして角筒面が一致したところで停止するスナツプ機構で、互いに結合するよ
うに構成した、五角筒柱連結知育玩具。
五角柱ブロツクの構造は別紙図面及びその説明書のとおり。
展開図面１＜９３２６－００１＞
展開図面２＜９３２６－００２＞
図面の説明書
第１図は五角筒柱ブロツクを凹側端面より見た斜視図。
第２図は五角筒柱ブロツクを凸側端面より見た斜視図。
第３図は五角筒柱ブロツクの縦断面図である。
五角筒柱の角筒面の一辺の長さは約四センチメートルである。
１、２、３、４、５　角筒面
６　凹側端面
７　円形状凹陥部
８　外周壁
９　突出壁
１０　Ｕ字形弾性片
１１、１２　突起
１３　凹部
１４　凸側端面
１５　円盤状凸状部
１６　係合辺縁部
１７　凹溝
１８　突起
別紙図面＜９３２６－００３＞
　　　第二目録
「めばえつこ」
　角筒面に、本目録添付の展開図面一、二のひらがな文字、数字、絵等を転写印刷
した、別紙図面の形状をした六角筒柱を、その凸側端面１５に設けた円盤状凸状部
１６と、１６に設けた係合辺縁部１７、凹溝１８、突起１９、凹側端面７に設けた
円形状凹陥部８、Ｕ字形弾性片１１、突起１２、１３、凹部１４で構成された、可
回転にして角筒面が一致したところで停止するスナツプ機構で、互いに結合するよ
うに構成した、六角筒柱連結知育玩具。
六角柱ブロツクの構造は別紙図面及びその説明書のとおり。
展開図面１＜９３２６－００４＞
展開図面２＜９３２６－００５＞



図面の説明書
第１図は六角筒柱ブロツクを凹側端面より見た斜視図。
第２図は六角筒柱ブロツクを凸側端面より見た斜視図。
第３図はブロツツの縦断図面である。
六角筒柱の角筒面の一辺の長さは縦約三・五センチメートル横三・三センチメート
ルである。
１、２、３、４、５、６　角筒面
７　凹側端面
８　円形状凹陥部
９　外周壁
１０　突出壁
１１　Ｕ字形弾性片
１２、１３　突起
１４　凹部
１５　凸側端面
１６　円盤状凸状部
１７　係合辺縁部
１８　凹溝
１９　突起
別紙図面＜９３２６－００６＞
　　　第三目録
　添付の各図面に示すとおり、左記の構成よりなり、本目録添付の展開図面一、二
のひらがな文字、数字、絵文字を転写印刷した「六角筒柱連結知育玩具」
１　角筒面に文字、数字、絵模様を表示した六角筒面と、
２　各六角筒に左の構成から成立している底面を設置する。
（１）　外方に凸状部９を設置し、その根元は凹溝１０となつている系合周縁部１
１を形成する。
（２）　一個の半円球状突起２５を形成する。
３　次の各構成から成立している板体１４（蓋２）を段部１３に嵌合固着するよう
設置する。
（１）　中央部に底面８の凸状部９が嵌合する大きさの円形状の凹陥部１５’を形
成する。
（２）　凹陥部１５’の外周壁２２から独立した突出壁１６’を設ける。
（３）　外周壁２２から、内方に向かうＵ字型の三個の弾性片１９’を等間隔に突
設し、この弾性片１９’の前面は、突出壁１６’の前面と一致するよう形成する。
（４）　弾性片１９’の各々の前面に、一つの突起２０’を設ける。
（５）　各辺に対応し、かつ、六角筒柱の回転時に半円球状突起２５が順次系合す
る六個の半円球状凹溝２４を板体１４に形成する。
以上の構成からなる六角筒柱連結知育玩具。
　　　図面の説明書
第１図は蓋の斜視図
第２図は六角有底中空筒の斜視図
第３図は六角筒柱の上部斜視図
第４図は六角筒柱の底部斜視図
第５図は六角筒柱の断面図
３－７、２３　角筒面
８　底面
９　凸状部
１０　凹溝
１１　系号周縁部
１４　板体
１５’　凹陥部
１６’　周壁
１９’　弾性片
２０’　突起
２２　外周壁
２４　半円球状凹溝
２５　半円球状突起



別紙図面＜９３２６－００７＞
展開図面１＜９３２６－００８＞
展開図面２＜９３２６－００９＞

別表
　「ぺんたくん」と被告製品一及び二の類似点

　「ぺんたくん」
１　別紙展開図面（一）のとおり、一個の多角筒柱に一つの行の平仮名文字が記載
され、５０音の配列になっている。
２　別紙展開図面（一）の１のとおり、文字の背景に図形を配して、５０音の各段
を図形によって識別させる方法をとつている。
　あ段　正円
　い段　正８角形
　う段　正６角形
　え段　正５角形
　お段　正方形
３　文字の背景の各図形の色を５０音の各行ごとに異なるようにし（同一行は同一
色）、５０音の各行を識別しうるようにしている。
　あ行　ピンク
　か行　あか
　さ行　オレンジ
　た行　きいろ
　な行　おうどいろ
　は行　きみどり
　ま行　みどり
　や行　そらいろ
　ら行　あお
　わ行　むらさき
　ん　　あかむらさき
４　別紙展開図（一）の１のとおり、各ひらがな文字は、各背景の色図面の中に白
抜きで記載する方式をとつている。
５別紙展開図（一）の２のとおり、筒面に表現された絵の部分を２個ないし３個の
ブロックを結合することで一定の絵を完成させることによつて、２音節又は３音節
の言葉を完成させ、音声言語として音節を認識させる方法を取っている。
２音節
　さい
　はと
　かば
　くま
　わし
３音節
　くじら
　はさみ
　からす
　めがね
　ねずみ
６　別紙展開図面（一）の３のとおり、物の絵の数と数詞とを対応させて、数と数
詞とを認識させる方法をとつている。
７　ブロツクの５面を色分けし、物の絵のブロツクと数詞のブロツクを、数が合致
する面を同色として、色合せから数合せへと誘導して行く方法

被告製品一及び二
　別紙展開図面（二）の１のとおり、一個の多角筒柱に一つの行の平仮名文字が記
載されるなど、５０音の配列は「ぺんたくん」と全く同一である。
　別紙展開図面（二）の１のとおり、文字の背景に図形を配しており、
配列の順序は「ぺんたくん」と異なるも、５段とも同一の図形を用い、５０音の各
段を図形によつて識別させる方法は「ぺんたくん」と全く同一である。



　あ段　正方形
　い段　正５角形
　う段　正６角形
　え段　正８角形
　お段　正円
　各行に対応する色は「ぺんたくん」と異なるが、文字の背景の各図形の色を５０
音の各行ごとに異なるようにし、５０音の各行を識別しうるようにしている点は全
く同一（同一色が多い）。
　あ行　みどり
　か行　そらいろ
　さ行　あお
　た行　むらさき
　な行　ピンク
　は行　あか
　ま行　しゆあか
　や行　オレンジ
　ら行　うすいピンク
　わ行　ちやいろ
　ん　　あかちやいろ
　別紙展開図面（二）の１のとおり、「ぺんたくん」と全く同様に、各ひらがな文
字が各背景の色図形の中に白抜きで記載されている。
　別紙展開図面（二）の２のとおり、完成される言葉の数や種類には違いがある
も、「ぺんたくん」と全く同一の方法をとつている。
（絵合せのうち、２音節のはと、３音節のはさみ、からす、めがねは「ぺんたく
ん」と同じ言葉を使つている）。
２音節
　つる　かぎ
　くつ　ぞう
　きじ　かさ
　はし　ねこ
　しか　はと
　いぬ　たか
３音節
　でんわ　あひる
　すずめ　からす
　うさぎ　ぱんだ
　きつね　ひつじ
　めがね　はさみ
　とけい
　別紙展開図面（二）の３のとおり、「ぺんたくん」の右記方法と同一の方法をと
つている。
　「ぺんたくん」の右記方法と同一の方法をとつている。
展開図面（一）の１＜９３２６－０１０＞
展開図面（一）の２＜９３２６－０１１＞
展開図面（一）の３＜９３２６－０１２＞
展開図面（二）の１＜９３２６－０１３＞
展開図面（二）の２＜９３２６－０１４＞
展開図面（二）の３＜９３２６－０１５＞


